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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面と、
　前記表示画面上でのタッチ操作を検出する検出部と、
　前記表示画面の前方の撮像範囲を撮像可能に設けられ、かつ前記表示画面の左右方向に
前記撮像範囲を移動可能なカメラと、
　前記カメラによって前記表示画面の前方を撮像して得られた撮像画像を外部装置に送信
する送信部と、
　前記表示画面の左右方向において、前記検出部により前記タッチ操作が検出された検出
位置とは反対方向に前記撮像範囲を移動させる制御部と、
　を備えた表示装置。
【請求項２】
　前記カメラは、前記表示画面の左右方向に移動することにより前記撮像範囲を移動させ
る請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　表示画面上でのタッチ操作を検出し、
　前記表示画面の前方の撮像範囲を撮像可能に設けられかつ前記表示画面の左右方向に前
記撮像範囲を移動可能なカメラによって、前記表示画面の前方を撮像して得られた撮像画
像を外部装置に送信し、
　前記表示画面の左右方向において、前記タッチ操作が検出された検出位置とは反対方向
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に前記撮像範囲を移動させる、
　ことを含むカメラ位置制御方法。
【請求項４】
　コンピュータを、
　表示画面上でのタッチ操作を検出する検出部と、
　前記表示画面の前方の撮像範囲を撮像可能に設けられかつ前記表示画面の左右方向に前
記撮像範囲を移動可能なカメラによって、前記表示画面の前方を撮像して得られた撮像画
像を外部装置に送信する送信部と、
　前記表示画面の左右方向において、前記検出部により前記タッチ操作が検出された検出
位置とは反対方向に前記撮像範囲を移動させる制御部と、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、カメラ位置制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示画面に対する接触（タッチ操作）を検出するタッチパネルを備えた電子黒板等の表
示装置は、表示画面に指等を接触させることによって、当該表示画面に表示された資料等
の各種画像を拡大したり、当該各種画像に書き込みを行ったりすることが容易に行えるこ
とから、急速に普及してきている。さらに、ＯＰＳ（Open　Profiling　Standard）など
、サーバとクライアントの通信規格に準拠したコントローラが多くあり、当該コントロー
ラを電子黒板に適用することによって、表示画面に表示された各種画像を、電子黒板間に
おいて送受信するシステムも普及してきている。
【０００３】
　また、インターネット等の通信ネットワークを介して、遠隔地にある端末間において、
画像や音声を送受信することで、遠隔地との間で会議を行う会議システムがある。この会
議システムでは、会議への出席者が居る会議室の端末が、当該会議室をカメラにより撮像
して得られた画像や当該会議室内で発言された会話の音声を、デジタルデータに変換して
、遠隔地にある会議室の端末に送信する。遠隔地にある会議室の端末は、受信した画像を
当該端末が有する表示画面に表示したり、受信した音声をスピーカから出力したりする。
これにより、会議室にいる出席者は、実際の会議に近い状態で、会議を行うことができる
。さらに、会議システムを適用した電子黒板もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、会議システムを適用した電子黒板は、会議室に居る出席者がカメラの撮像範
囲に入らない場合、カメラを手動で移動させなければならない。会議システムを適用した
電子黒板には、会議室内で発話した出席者が居る方向に、カメラの撮像範囲を移動させる
カメラ制御方法がある。しかし、このカメラ制御方法では、電子黒板の表示画面の上部に
カメラが取り付けられている場合に、電子黒板の近傍で出席者が発話すると、その出席者
が撮像範囲の大部分を占めてしまい、その他の出席者が撮像範囲に入らなくなる。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、電子黒板の近傍で出席者が発話等を行
っても、その出席者以外の出席者もカメラの撮像範囲に入るようにする表示装置、カメラ
位置制御方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、表示画面と、表示画面上で
のタッチ操作を検出する検出部と、表示画面の前方の撮像範囲を撮像可能に設けられ、か
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つ表示画面の左右方向に撮像範囲を移動可能なカメラと、カメラによって表示画面の前方
を撮像して得られた撮像画像を外部装置に送信する送信部と、表示画面の左右方向におい
て、検出部によりタッチ操作が検出された検出位置とは反対方向に撮像範囲を移動させる
制御部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、表示装置の近傍で筆記をする場合でも、会議等に出席している他の出
席者等も撮像することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本実施の形態にかかる画像処理システムの全体構成の一例を示す図であ
る。
【図２Ａ】図２Ａは、本実施の形態にかかる電子黒板のハードウェア構成の一例を示す図
である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本実施の形態にかかる電子黒板が有するカメラの構成の一例を説明
するための図である。
【図３】図３は、本実施の形態にかかる電子黒板の機能ブロックの一例を示す図である。
【図４】図４は、本実施の形態にかかる電子黒板が有するファイル処理部の機能ブロック
の一例を示す図である。
【図５】図５は、本実施の形態にかかる電子黒板が有する通信制御部の機能ブロックの一
例を示す図である。
【図６】図６は、本実施形態にかかる電子黒板が記憶するページデータの一例を示す概念
図である。
【図７】図７は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶するストローク配列データの一例
を示す概念図である。
【図８】図８は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶する座標配列データの一例を示す
概念図である。
【図９】図９は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶するメディアデータの一例を示す
概念図である。
【図１０】図１０は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶する遠隔ライセンス管理テー
ブルの一例を示す図である。
【図１１】図１１は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶するアドレス帳管理テーブル
の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶するバックアップデータの一
例を示す図である。
【図１３】図１３は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶する接続先管理テーブルの一
例を示す図である。
【図１４】図１４は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶する参加拠点管理テーブルの
一例を示す図である。
【図１５】図１５は、本実施の形態にかかる電子黒板における画像の表示に用いる操作デ
ータの一例を示す図である。
【図１６】図１６は、本実施の形態にかかる電子黒板において表示する画像の一例を示す
図である。
【図１７】図１７は、本実施の形態にかかる電子黒板の処理を示したシーケンス図である
。
【図１８】図１８は、本実施の形態にかかる電子黒板の処理を示したシーケンス図である
。
【図１９】図１９は、従来の電子黒板におけるカメラの撮像範囲の制御方法の一例を説明
するための図である。
【図２０】図２０は、本実施の形態にかかる電子黒板によるカメラの撮像範囲の制御方法
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の一例を説明するための図である。
【図２１】図２１は、本実施の形態にかかる電子黒板によるカメラの撮像範囲の制御方法
の流れの一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、表示装置、カメラ位置制御方法、およびプログラムの実施
の形態を詳細に説明する。以下の説明では、表示装置、カメラ位置制御方法、およびプロ
グラムを画像処理システムに適用した例について説明する。
【００１０】
　＜システムの概要＞
　図１は、本実施の形態にかかる画像処理システムの全体構成の一例を示す図である。図
１に示すように、本実施の形態では、画像処理システムは、説明を簡略化するために、２
台の電子黒板２ａ，２ｂおよびこれに付随する電子ペン４ａ，４ｂ等を有しているが、３
台以上の電子黒板や電子ペン等を有していても良い。
【００１１】
　図１に示すように、画像処理システム１は、複数の電子黒板２ａ，２ｂ（表示装置の一
例）、複数の電子ペン４ａ，４ｂ、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）メモリ５ａ，５ｂ
、ノートＰＣ(Personal　Computer)６ａ，６ｂ、テレビ（ビデオ）会議端末７ａ，７ｂ、
およびＰＣ８を有する。また、電子黒板２ａ，２ｂおよびＰＣ８は、通信ネットワーク９
を介して通信可能に接続されている。さらに、複数の電子黒板２ａ，２ｂは、それぞれデ
ィスプレイ３ａ，３ｂ（表示画面の一例）が設けられている。
【００１２】
　また、電子黒板２ａは、電子ペン４ａによって生じたイベント（ディスプレイ３ａ上で
の電子ペン４ａのペン先または電子ペン４ａのペン尻によるタッチ操作）により描画され
たストローク画像等の各種画像を、ディスプレイ３ａに表示することができる。また、電
子黒板２ａは、電子ペン４ａだけでなく、ユーザの手Ｈａ等によって生じたイベント（拡
大、縮小、ページめくり等のジェスチャ）に基づいて、ディスプレイ３ａ上に表示してい
る各種画像を変更することもできる。また、電子黒板２ａは、ディスプレイ３ａの前方の
撮像範囲を撮像可能に設けられ、かつ当該ディスプレイ３ａの左右方向に当該撮像範囲を
移動可能なカメラｃａを有する。
【００１３】
　また、電子黒板２ａは、ＵＳＢメモリ５ａが接続可能であり、電子黒板２ａはＵＳＢメ
モリ５ａからＰＤＦ（Portable　Document　Format）等の電子ファイルを読み出したり、
電子黒板２ａはＵＳＢメモリ５ａに電子ファイルを記録したりすることができる。また、
電子黒板２ａは、DisplayPort、ＤＶＩ(Digital　Visual　Interface)、ＨＤＭＩ(High-D
efinition　Multimedia　Interface:登録商標)、およびＶＧＡ(Video　Graphics　Array)
等の規格による通信が可能なケーブル１０ａ１を介して、ノートＰＣ６ａ等の映像出力機
器に接続されている。そして、電子黒板２ａは、ディスプレイ３ａに対するタッチ操作に
応じてイベントを発生させ、このイベントを示すイベント情報を、マウスやキーボード等
の入力装置からのイベントと同様に、ノートＰＣ６ａに送信する。また、電子黒板２ａは
、上記規格による通信が可能なケーブル１０ａ２を介して、テレビ（ビデオ）会議端末７
ａと接続されている。ノートＰＣ６ａ、およびテレビ会議端末７ａは、Bluetooth（登録
商標）等の各種無線通信プロトコルに準拠した無線通信により、電子黒板２ａと通信して
もよい。
【００１４】
　一方、電子黒板２ｂが設置されている他の拠点では、上記と同様に、ディスプレイ３ｂ
を備えた電子黒板２ｂ、電子ペン４ｂ、ＵＳＢメモリ５ｂ、ノートＰＣ６ｂ、テレビ会議
端末７ｂ、ケーブル１０ｂ１、ケーブル１０ｂ２、カメラｃｂが利用される。更に、ユー
ザの手Ｈｂ等によって生じたイベントに基づいて、ディスプレイ３ｂ上に表示されている
各種画像を変更させることもできる。
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【００１５】
　これにより、一の拠点で電子黒板２ａのディスプレイ３ａ上に表示された各種画像は、
他の拠点で電子黒板２ｂのディスプレイ３ｂ上にも表示され、逆に他の拠点で電子黒板２
ｂのディスプレイ３ｂ上に表示された各種画像は、一の拠点で電子黒板２ａのディスプレ
イ３ａ上に表示される。このように、画像処理システム１では、遠隔地において同じ画像
を共有する遠隔共有処理を行うことができるため、遠隔地での会議等に用いると、非常に
便利である。
【００１６】
　以下では、複数の電子黒板２ａ，２ｂ等のうち任意の電子黒板を示す場合には「電子黒
板２」と示す。複数のディスプレイ３ａ，３ｂのうち任意のディスプレイを示す場合には
「ディスプレイ３」と示す。複数の電子ペン４ａ，４ｂのうち任意の電子ペンを示す場合
には「電子ペン４」と示す。複数のＵＳＢメモリ５ａ，５ｂのうち任意のＵＳＢメモリを
示す場合には「ＵＳＢメモリ５」と示す。複数のノートＰＣ６ａ，６ｂのうち任意のノー
トＰＣを示す場合には「ノートＰＣ６」と示す。複数のテレビ会議端末７ａ，７ｂのうち
任意のテレビ会議端末を示す場合には「テレビ会議端末７」と示す。また、複数のユーザ
の手Ｈａ，Ｈｂのうち任意の手を示す場合には「手Ｈ」と示す。複数のケーブル１０ａ１
，１０ａ２，１０ｂ１，１０ｂ２のうち任意のケーブルを示す場合には「ケーブル１０」
と示す。また、複数のカメラｃａ，ｃｂのうち任意のカメラを示す場合には、「カメラｃ
」と示す。
【００１７】
　また、本実施の形態では、表示装置の一例として、電子黒板２を説明するが、これに限
るものではなく、表示装置の他の例として、電子看板（デジタルサイネージ）、スポーツ
や天気予報等で利用されるテレストレータ、または遠隔画像（映像）診断装置等であって
もよい。また、情報処理端末の一例として、ノートＰＣ６を説明するが、これに限るもの
ではなく、情報処理端末の他の例として、デスクトップ型ＰＣやタブレット型ＰＣ、ＰＤ
Ａ（Personal　Digital　Assistant）、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、ゲーム
機等の画像フレームを供給可能な端末であってもよい。さらに、通信ネットワーク９には
、インターネット、ＬＡＮ(Local　Area　Network)、携帯電話通信網等が含まれる。また
、本実施形態では、記録媒体の一例として、ＵＳＢメモリ５を説明するが、これに限るも
のではなく、記録媒体の他の例として、ＳＤカード等の各種記録メディアであってもよい
。
【００１８】
　＜電子黒板のハードウェア構成＞
　続いて、図２Ａを用いて、本実施の形態の電子黒板２のハードウェア構成を説明する。
図２Ａは、本実施の形態にかかる電子黒板のハードウェア構成の一例を示す図である。
【００１９】
　図２Ａに示すように、電子黒板２は、電子黒板２全体を制御する制御部１２１と、電子
黒板２用のプログラム等の各種データを記憶するＳＳＤ（Solid　State　Drive）１０４
、通信ネットワーク９との通信を制御するネットワークＩ／Ｆ１０５、およびＵＳＢコネ
クタ１２２を介してＵＳＢメモリ５との通信を制御する外部記憶コントローラ１０６を備
えている。本実施の形態では、制御部１２１は、電子回路でありかつ電子黒板２全体の動
作を制御するプロセッサとしてのＣＰＵ（Central　Processing　Unit）１０１、ＩＰＬ
（Initial　Program　Loader）等のＣＰＵ１０１の駆動に用いられるホワイトボードアプ
リケーションやテレビ会議アプリケーション等の各種プログラムを記憶するＲＯＭ（Read
　Only　Memory）１０２、およびＣＰＵ１０１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ（
Random　Access　Memory）１０３を有する。
【００２０】
　ここで、ホワイトボードアプリケーションは、後述するタッチパネル１１５により検出
されたタッチ操作等に応じて、ディスプレイ３に対する各種画像の表示処理等を実行する
アプリケーションである。テレビ会議アプリケーションは、カメラｃの撮像により得られ
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た撮像画像や後述するマイク１２６により集音された音等を、予め設定された外部装置（
本実施の形態では、他の電子黒板２）に送信したり、当該外部装置から撮像画像や音等を
受信したりするアプリケーションである。
【００２１】
　また、電子黒板２は、ＵＳＢコネクタ１２３を介して、ノートＰＣ６やタブレットやス
マートフォン等の映像出力機器と接続され、当該映像出力機器から各種情報を取得するキ
ャプチャデバイス１１１を有する。また、キャプチャデバイス１１１は、ＶＧＡ（Video
　Graphics　Array）コネクタ１２４を介して、ノートＰＣ６等の映像出力機器のディス
プレイに対して映像情報を静止画または動画として表示させる。本実施の形態では、キャ
プチャデバイス１１１は、ＶＧＡコネクタ１２４を介して、ノートＰＣ６等の映像出力機
器と接続されているが、これに限定するものではなく、例えば、ＨＤＭＩ（High　Defini
tion　Multimedia　Interface）やＤＰ（Display　Port）等の規格に従ったコネクタを介
して、ノートＰＣ６等の映像出力機器と接続されていても良い。また、キャプチャデバイ
ス１１１は、ＵＳＢコネクタ１２５を介して、マイク１２６から、当該マイク１２６によ
り集音された音を取得する。ここで、マイク１２６は、電子黒板２の周囲の音を集音可能
に設けられている。また、電子黒板２は、ディスプレイ３に表示させる各種画像を生成す
るＧＰＵ(Graphics　Processing　Unit)１１２、および当該ＧＰＵ１１２により生成され
た各種画像をディスプレイ３やテレビ会議端末７へ出力するディスプレイコントローラ１
１３を備えている。
【００２２】
　さらに、電子黒板２は、赤外線遮断方式等によって、ディスプレイ３上でのタッチ操作
を検出するタッチパネル１１５（検出部の一例）を有する。本実施の形態では、タッチパ
ネル１１５は、当該タッチパネル１１５全体の動作を制御するセンサコントローラ１１４
、ディスプレイ３上に赤外線を照射する赤外線ＬＥＤ１２７と、ディスプレイ３上でタッ
チ操作による赤外線の遮光により発生した影を検出するカメラ１２８と、当該カメラ１２
８による影の検出結果に基づいて、ディスプレイ３上でのタッチ操作を検出するタッチパ
ネルドライバ１２９と、を有する。
【００２３】
　また、タッチパネル１１５としては、赤外線遮断方式に限らず、静電容量の変化を検知
することによりディスプレイ３上でのタッチ操作を検出する静電容量方式のタッチパネル
、対向する２つの抵抗膜の電圧変化によってディスプレイ３上でのタッチ操作を検出する
抵抗膜方式のタッチパネル、接触物体が表示部に接触することによって生じる電磁誘導を
検知してディスプレイ３上でのタッチ操作を検出する電磁誘導方式のタッチパネルなどの
種々の検出手段を用いてもよい。
【００２４】
　また、電子黒板２は、電子ペンコントローラ１１６を備えている。この電子ペンコント
ローラ１１６（検出部の一例）は、電子ペン４と通信することで、ディスプレイ３上での
ペン先の接触やペン尻によるタッチ操作を検出する。電子ペンコントローラ１１６が、電
子ペン４のペン先およびペン尻だけでなく、電子ペン４のユーザが握る部分や、その他の
電子ペン４の部分によるディスプレイ３上でのタッチ操作を検出するようにしても良い。
【００２５】
　また、電子黒板２は、カメラｃを備えている。本実施の形態では、カメラｃは、ディス
プレイ３の左右方向に移動することにより、撮像範囲を移動させる。具体的には、カメラ
ｃは、Ｗｅｂカメラ１３０と、モータ１３２と、を有する。Ｗｅｂカメラ１３０は、ディ
スプレイ３の前方の撮像範囲を撮像可能に設けられている。また、Ｗｅｂカメラ１３０は
、ディスプレイ３の上端に沿って移動して、当該ディスプレイ３の前方の撮像範囲を移動
可能である。モータ１３２は、Ｗｅｂカメラ１３０を、ディスプレイ３の上端に沿って移
動させる。
【００２６】
　さらに、電子黒板２は、制御部１２１、ＳＳＤ１０４、ネットワークＩ／Ｆ１０５、外
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部記憶コントローラ１０６、キャプチャデバイス１１１、ＧＰＵ１１２、タッチパネル１
１５、電子ペンコントローラ１１６、およびカメラｃを、図２Ａに示すように電気的に接
続するためのアドレスバスやデータバス等のバスライン１２０を備えている。電子黒板２
用のプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して
流通させるようにしてもよい。
【００２７】
　図２Ｂは、本実施の形態にかかる電子黒板が有するカメラの構成の一例を説明するため
の図である。図２Ｂに示すように、本実施の形態では、Ｗｅｂカメラ１３０は、ディスプ
レイ３の背面に取り付けられている。本実施の形態では、Ｗｅｂカメラ１３０には、バネ
Ｓおよびベルトｂを介して、モータ１３２に接続されている。そして、Ｗｅｂカメラ１３
０は、モータ１３２が回転駆動することによって、ディスプレイ３の上端に沿って左右方
向に移動可能である。例えば、Ｗｅｂカメラ１３０は、図２Ｂ（ｂ）に示すように、モー
タ１３２が回転駆動することによって、ベルトｂが巻き取られてバネＳが縮むと、ディス
プレイ３の前方から見て、左側に移動する。一方、Ｗｅｂカメラ１３０は、図２Ｂ（ａ）
に示すように、モータ１３２が回転駆動することによって、バネＳが伸びると、ディスプ
レイ３の前方から見て、右側に移動する。
【００２８】
　本実施の形態では、電子黒板２は、Ｗｅｂカメラ１３０を移動させることによって、Ｗ
ｅｂカメラ１３０の撮像範囲を、ディスプレイ３の左右方向に移動させているが、Ｗｅｂ
カメラ１３０の撮像範囲を、ディスプレイ３の左右方向に移動させるものであれば、これ
に限定するものではない。
【００２９】
　＜電子黒板の機能構成＞
　続いて、図３～図１６を用いて、電子黒板２の機能構成について説明する。まず、図３
を用いて、電子黒板２の全体的な機能構成について説明する。図３は、本実施の形態にか
かる電子黒板の機能ブロックの一例を示す図である。
【００３０】
　電子黒板２は、図２Ａに示すハードウェア構成およびプログラムによって、図３に示す
各機能構成を有する。電子黒板２は、最初に遠隔共有処理を開始する「主催装置」となり
得ると共に、既に開始されている遠隔共有処理に後から参加する「参加装置」にもなり得
る。ここで、遠隔共有処理とは、複数の電子黒板２間において、同様の画像をディスプレ
イ３に表示させる処理である。電子黒板２は、大きく分けて、クライアント部２０および
サーバ部９０を含む。クライアント部２０およびサーバ部９０は、電子黒板２の１台の筐
体内で実現される機能である。そして、電子黒板２が主催装置となる場合には、この電子
黒板２では、クライアント部２０およびサーバ部９０が実現される。また、電子黒板２が
参加装置となる場合には、この電子黒板２では、クライアント部２０は実現されるが、サ
ーバ部９０は実現されない。すなわち、図１において、電子黒板２ａが主催装置で、電子
黒板２ｂが参加装置となる場合、電子黒板２ａのクライアント部２０は、同じ電子黒板２
ａ内に実現されたサーバ部９０を介して、他の電子黒板２ｂのクライアント部２０と通信
を行う。一方、電子黒板２ｂのクライアント部２０は、他の電子黒板２ａ内に実現された
サーバ部９０を介して、他の電子黒板２ａのクライアント部２０と通信を行う。
【００３１】
　〔クライアント部２０の機能構成〕
　続いて、図３を用いて、クライアント部２０の機能構成について説明する。クライアン
ト部２０は、映像取得部２１、座標検知部２２、自動調整部２３、接触検知部２４、イベ
ント振分部２５、操作処理部２６、ジェスチャ処理部２７、映像重畳部２８、画像処理部
３０、および通信制御部６０を有する。
【００３２】
　映像取得部２１は、ケーブル１０に接続されたノートＰＣ６等の映像出力機器で表示さ
れる出力画像の信号である画像信号を取得する。映像取得部２１は、映像出力機器から画
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像信号を取得すると、この画像信号を解析して、この画像信号によって形成される出力画
像のフレームの解像度や、このフレームの更新頻度などの画像情報を導出し、画像処理部
３０に出力する。また、映像取得部２１は、電子黒板２が備えるカメラｃの撮像により得
られた撮像画像を取得し、当該取得した撮像画像を画像処理部３０に出力する。
【００３３】
　座標検知部２２は、ディスプレイ３上でユーザによって生じたイベント（ディスプレイ
３上でのユーザの手Ｈによるタッチ操作等）が検出された検出位置の座標を検出する。す
なわち、座標検知部２２は、タッチパネル１１５によってディスプレイ３上でのタッチ操
作が検出された検出位置の座標を検出する。また、座標検知部２２は、ディスプレイ３上
でのユーザの手Ｈ等がタッチ操作した面積も検出する。自動調整部２３は、電子黒板２の
起動時に起動され、タッチパネル１１５が座標検知部２２に適切な値を出力できるように
、タッチパネル１１５の光センサ方式におけるセンサーカメラの画像処理のパラメータを
調整する。
【００３４】
　接触検知部２４は、ユーザによって生じたイベント（ディスプレイ３上での電子ペン４
のペン先または電子ペン４のペン尻によるタッチ操作等）が検出された検出位置の座標を
検出する。すなわち、接触検知部２４は、電子ペンコントローラ１１６によってディスプ
レイ３上での電子ペン４のタッチ操作が検出された検出位置の座標を検出する。イベント
振分部２５は、座標検知部２２によって検出された座標と接触検知部２４によって検出さ
れた座標を、ストローク描画、ＵＩ操作、およびジェスチャ操作の各イベントに振り分け
る。
【００３５】
　ここで、「ストローク描画」は、ディスプレイ３上に後述のストローク画像Ｂ（図１６
参照）が表示されている場合に、ユーザがディスプレイ３に電子ペン４を接触させた状態
で、電子ペン４を移動させ、最終的にディスプレイ３上から電子ペン４を離すまでのイベ
ントである。このストローク描画により、例えば、アルファベット「Ｓ」や「Ｔ」等がデ
ィスプレイ３上に描画される。なお、この「ストローク描画」には、画像を描画するだけ
でなく、既に描画された画像を削除したり、描画された画像を編集したりするイベントも
含まれる。
【００３６】
　「ＵＩ操作」は、ディスプレイ３上に後述のＵＩ画像Ａ（図１６参照）が表示されてい
る場合に、ユーザが電子ペン４または手Ｈによって所定の位置にタッチ操作するイベント
である。このＵＩ操作により、例えば、電子ペン４により描画される線の色や幅等が設定
される。「ジェスチャ操作」は、ディスプレイ３上に後述のストローク画像Ｂ（図１６参
照）が表示されている場合に、ユーザが手Ｈでディスプレイ３にタッチ操作したり移動さ
せたりするイベントである。このジェスチャ操作により、例えば、ユーザがディスプレイ
３に手Ｈを接触させた状態で手Ｈを移動させることで、画像の拡大（若しくは縮小）、表
示領域の変更、またはページ切り換え等を行うことができる。
【００３７】
　操作処理部２６は、イベント振分部２５によってＵＩ操作と判断されたものから、イベ
ントが発生されたＵＩの要素に従って、各種処理を実行する。このＵＩの要素としては、
例えば、ボタン、リスト、チェックボックス、テキストボックスが挙げられる。ジェスチ
ャ処理部２７は、イベント振分部２５によってジェスチャ操作と判断されたものに対応し
た処理を実行する。
【００３８】
　映像重畳部２８は、後述の表示重畳部３６で重畳された画像を映像出力機器（ディスプ
レイ３等）に対して表示する。また、映像重畳部２８は、映像出力機器（ノートＰＣ６等
）からの出力画像に対して、他の映像出力機器（テレビ会議端末７等）から送られて来た
撮像画像をピクチャ・イン・ピクチャする。さらに、映像重畳部２８は、ピクチャ・イン
・ピクチャされてディスプレイ３の一部に表示された撮像画像を、ディスプレイ３の全体
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に表示させるための切り替えを行う。
【００３９】
　画像処理部３０は、ディスプレイ３に表示する出力画像のレイヤの重畳処理（図１６参
照）等を行う。画像処理部３０は、画像取得部３１、ストローク処理部３２、ＵＩ画像生
成部３３、背景生成部３４、レイアウト管理部３５、表示重畳部３６、ページ処理部３７
、ファイル処理部４０、ページデータ記憶部３００、および遠隔ライセンス管理テーブル
記憶部３１０を有している。
【００４０】
　画像取得部３１は、映像取得部２１により取得された画像信号によって形成される出力
画像、または他の電子黒板２に接続された映像出力機器からの出力画像を取得する。画像
取得部３１は、取得した出力画像を、ページ処理部３７に出力する。出力画像は、映像出
力機器（ノートＰＣ６等）において表示される出力画像Ｃ（図１６参照）に相当する。ま
た、画像取得部３１は、通信制御部６０により他の電子黒板２から受信した撮像画像（他
の電子黒板２のカメラｃの撮像により得られた撮像画像）を、表示重畳部３６に出力する
。さらに、画像取得部３１は、映像取得部２１により取得された撮像画像（電子黒板２の
カメラｃの撮像により得られた撮像画像）を、通信制御部６０に出力する。ストローク処
理部３２は、イベント振分部２５によって割り振られたストローク描画に係るイベントに
基づいて、ストローク画像Ｂ（図１６参照）を描画したり、描画されたストローク画像Ｂ
を削除したり、描画されたストローク画像Ｂを編集する。また、このストローク描画に基
づいたストローク画像Ｂの描画、削除、編集の各結果は、後述の操作データとして、操作
データ記憶部８４０（図５参照）に記憶される。ＵＩ画像生成部３３は、電子黒板２に予
め設定されているＵＩ（ユーザインターフェース）画像Ａ（図１６参照）を生成する。
【００４１】
　背景生成部３４は、ページ処理部３７がページデータ記憶部３００から読み出したペー
ジデータのうちのメディアデータ（背景画像Ｄ（図１６参照））を、ページ処理部３７か
ら受信する。背景生成部３４は、この受信したメディアデータを表示重畳部３６に出力す
る。背景画像Ｄは、例えば、無地、グリッド表示等である。
【００４２】
　レイアウト管理部３５は、表示重畳部３６に対して、画像取得部３１、ストローク処理
部３２、およびＵＩ画像生成部３３（または背景生成部３４）から出力された各種画像の
レイアウトを示すレイアウト情報を管理している。これにより、レイアウト管理部３５は
、表示重畳部３６に対して、出力画像Ｃおよびストローク画像Ｂ（図１６参照）を、ＵＩ
画像Ａおよび背景画像Ｄ（図１６参照）中のどの位置に表示させるかまたは非表示にさせ
るかを指示することができる。
【００４３】
　表示重畳部３６は、レイアウト管理部３５から出力されたレイアウト情報に基づき、画
像取得部３１、ストローク処理部３２、およびＵＩ画像生成部３３（背景生成部３４）か
ら出力された各種画像を重畳した重畳画像を生成する。また、表示重畳部３６は、画像取
得部３１により取得した撮像画像を、ピクチャ・イン・ピクチャによって重畳画像に重畳
する。
【００４４】
　ページ処理部３７は、ストローク画像Ｂ（図１６参照）と出力画像Ｃ（図１６参照）を
、１つのページデータとしてページデータ記憶部３００に記憶する。ストローク画像Ｂ（
図１６参照）は、ストローク配列データＩＤ（図６参照）で示されるストローク配列デー
タとして、ページデータの一部とする。出力画像Ｃ（図１６参照）は、メディアデータＩ
Ｄ（図６参照）で示されるメディアデータとして、ページデータの一部とする。そして、
メディアデータは、ページデータ記憶部３００から読み出されると、背景画像Ｄ（図１６
参照）として取り扱われる。
【００４５】
　また、ページ処理部３７は、ページデータ記憶部３００に記憶されたページデータのう
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ちのメディアデータを、背景生成部３４を介して表示重畳部３６に送信することで、映像
重畳部２８が背景画像Ｄ（図１６参照）をディスプレイ３に再表示させることができる。
また、ページ処理部３７は、ページデータのうちのストローク配列データ（各ストローク
データ）を、ストローク処理部３２に戻すことで、ストロークの再編集ができる状態にす
ることができる。更に、ページ処理部３７は、ページデータを削除したり複製したりする
こともできる。
【００４６】
　すなわち、ページ処理部３７がページデータ記憶部３００にページデータを記憶する時
点でディスプレイ３上に表示されている出力画像Ｃ（図１６参照）は、一旦、ページデー
タ記憶部３００に記憶され、その後にページデータ記憶部３００から読み出される際には
、背景画像Ｄ（図１６参照）を示すメディアデータとして読み出される。そして、ページ
処理部３７は、ページデータ記憶部３００から読み出したページデータのうち、ストロー
ク画像Ｂ（図１６参照）を示すストローク配列データを、ストローク処理部３２に出力す
る。また、ページ処理部３７は、ページデータ記憶部３００から読み出したページデータ
のうち、背景画像Ｄ（図１６参照）を示すメディアデータを、背景生成部３４に出力する
。
【００４７】
　表示重畳部３６は、画像取得部３１からの出力画像Ｃ（図１６参照）、ストローク処理
部３２からのストローク画像Ｂ（図１６参照）、ＵＩ画像生成部３３からのＵＩ画像Ａ（
図１６参照）、および背景生成部３４からの背景画像Ｄ（図１６参照）を、レイアウト管
理部３５によって指定されたレイアウトに従って重畳する。これにより、図１６に示され
ているように、各画像が重なってもユーザが見える順に、ＵＩ画像Ａ、ストローク画像Ｂ
、出力画像Ｃ、および背景画像Ｄの各レイアの構成となった画像を生成する。
【００４８】
　また、表示重畳部３６は、出力画像Ｃ（図１６参照）と背景画像Ｄ（図１６参照）を切
り替えて、ＵＩ画像Ａ（図１６参照）およびストローク画像Ｂ（図１６参照）に対して排
他的に重畳することも可能である。例えば、ＵＩ画像Ａ（図１６参照）、ストローク画像
Ｂ（図１６参照）および出力画像Ｃ（図１６参照）が表示されている状態で、電子黒板２
と映像出力機器（ノートＰＣ６等）との間のケーブル１０が抜かれた場合には、レイアウ
ト管理部３５によって、出力画像Ｃ（図１６参照）を重畳対象から外し、背景画像Ｄ（図
１６参照）を表示させることができる。この場合に、また、表示重畳部３６は、表示の拡
大、表示の縮小、表示領域の移動処理も行う。
【００４９】
　ページデータ記憶部３００は、図６に示すページデータを記憶する。図６は、本実施の
形態にかかる電子黒板が記憶するページデータの一例を示す概念図である。ページデータ
は、ディスプレイ３に表示される１ページ分のページデータ（ストローク配列データ（各
ストロークデータ）およびメディアデータ）である。
【００５０】
　ここで、図６～９を用いて、ページデータの詳細について説明する。ページデータは、
図６に示すように、各ページデータを識別するためのページデータＩＤ、このページデー
タの表示を開始した時刻を示す開始時刻、ストロークやジェスチャ等によるページの内容
の書き換えが行われなくなった時刻を示す終了時刻、電子ペン４やユーザの手Ｈによるス
トロークによって生じたストローク配列データを識別するためのストローク配列データＩ
Ｄ、およびメディアデータを識別するためのメディアデータＩＤが関連付けて記憶されて
いる。ストローク配列データは、ストローク画像Ｂ（図１６参照）をディスプレイ３上に
表示するためのデータである。メディアデータは、背景画像Ｄ（図１６参照）をディスプ
レイ３上に表示するためのデータである。
【００５１】
　このようなページデータにより、例えば、ユーザが電子ペン４によってアルファベット
「Ｓ」を描く場合は一筆書きとなるため、ストローク配列データＩＤが１つで一文字のア
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ルファベット［Ｓ］が示される。ところが、ユーザが電子ペン４によってアルファベット
「Ｔ」を描く場合、二筆書きとなるため、ストローク配列データＩＤが２つで一文字のア
ルファベット「Ｔ」が示されることになる。
【００５２】
　また、ストローク配列データは、図７に示す詳細な情報を含む。図７は、本実施の形態
にかかる電子黒板が記憶するストローク配列データの一例を示す概念図である。図７に示
すように、１つのストローク配列データは、複数のストロークデータによって表される。
そして、１つのストロークデータは、このストロークデータを識別するためのストローク
データＩＤ、１つのストロークの書き始めの時刻を示す開始時刻、１つのストロークの書
き終わりの時刻を示す終了時刻、ストロークの色、ストロークの幅、およびストロークの
通過点の配列を識別するための座標配列データＩＤを示している。
【００５３】
　さらに、この座標配列データは、図８に示す詳細な情報を含む。図８は、本実施の形態
にかかる電子黒板が記憶する座標配列データの一例を示す概念図である。図８に示すよう
に、座標配列データは、ディスプレイ３上においてストロークが通過する各点（Ｘ座標値
、Ｙ座標値）、各点を通過したときのストロークの開始時刻からの差分の時刻（ｍｓ）、
および各点における電子ペン４の筆圧等を含む。すなわち、図８に示す座標配列データに
よって表される点の集まりが、ストロークとなる。例えば、ユーザが電子ペン４によって
アルファベット「Ｓ」を描く場合、一筆書きとなるが、「Ｓ」を描き終えるまでに、複数
の通過点を通過するため、座標配列データは、これら複数の通過点の情報を含む。
【００５４】
　また、図６に示すページデータのうちのメディアデータは、図９に示す詳細な情報を含
む。図９は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶するメディアデータの一例を示す概念
図である。図９に示すように、メディアデータは、図６に示すページデータにおけるメデ
ィアデータＩＤ、メディアデータのデータ種類、ページ処理部３７からページデータ記憶
部３００にページデータが記憶された記録時刻、ページデータによってディスプレイ３上
に表示される画像の位置（Ｘ座標値、Ｙ座標値）、画像のサイズ（幅、高さ）、およびメ
ディアデータの内容を示すデータを含む。このうち、ページデータによってディスプレイ
３上に表示される画像の位置は、ディスプレイ３の左上端の座標を（Ｘ座標値，Ｙ座標値
）＝（０，０）とした場合に、ページデータによって表示される画像の左上端の位置を示
している。
【００５５】
　図３に戻り、遠隔ライセンス管理テーブル記憶部３１０は、遠隔共有処理を実行するた
めに必要なライセンスデータを管理する。図１０は、本実施の形態にかかる電子黒板が記
憶する遠隔ライセンス管理テーブルの一例を示す図である。図１０に示すように、遠隔ラ
イセンス管理テーブル記憶部３１０では、電子黒板２のプロダクトＩＤ、認証に用いられ
るライセンスＩＤ、および当該ライセンスＩＤの有効期限を関連付ける遠隔ライセンス管
理テーブルを記憶する。
【００５６】
　（ファイル処理部４０の機能構成）
　図４を用いて、図３に示すファイル処理部４０の機能構成について説明する。図４は、
本実施の形態にかかる電子黒板が有するファイル処理部の機能ブロックの一例を示す図で
ある。
【００５７】
　ファイル処理部４０は、リカバリ処理部４１、ファイル入力部４２ａ、ファイル出力部
４２ｂ、ファイル変換部４３、ファイル送信部４４、アドレス帳入力部４５、バックアッ
プ処理部４６、バックアップ出力部４７、設定管理部４８、設定ファイル入力部４９ａ、
設定ファイル出力部４９ｂ、およびアドレス帳入力部５０を有する。さらに、ファイル処
理部４０は、アドレス帳管理テーブル記憶部４１０、バックアップデータ記憶部４２０、
設定ファイル記憶部４３０、および接続先管理テーブル記憶部４４０を有している。
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【００５８】
　このうち、リカバリ処理部４１は、電子黒板２が異常終了した後に、異常終了を検知し
、未保存のページデータを復旧する。例えば、正常終了の場合は、ページデータがＰＤＦ
ファイルとしてファイル処理部４０を介してＵＳＢメモリ５に記録されるが、電源がダウ
ンした等の異常終了の場合は、ページデータがページデータ記憶部３００に記録されたま
まになっている。そのため、再び、電源オンになった際に、リカバリ処理部４１は、ペー
ジデータ記憶部３００からページデータを読み出すことで復旧させる。
【００５９】
　ファイル入力部４２ａは、ＵＳＢメモリ５から、ＰＤＦファイルを読み込み、各ページ
をページデータとしてページデータ記憶部３００に記憶する。ファイル変換部４３は、ペ
ージデータ記憶部３００に記憶されているページデータを、ＰＤＦ形式のファイルに変換
する。ファイル出力部４２ｂは、ファイル変換部４３によって出力されたＰＤＦファイル
をＵＳＢメモリ５に記録する。
【００６０】
　ファイル送信部４４は、ファイル変換部４３によって生成されたＰＤＦファイルを、電
子メールに添付して送信する。このファイルの送信先は、表示重畳部３６によってディス
プレイ３上に、アドレス帳管理テーブル記憶部４１０に記憶されたアドレス帳管理テーブ
ルの内容を表示し、ファイル送信部４４がユーザによるタッチパネル１１５等の入力装置
の操作により、宛先の選択を受け付けることによって決定される。図１１は、本実施の形
態にかかる電子黒板が記憶するアドレス帳管理テーブルの一例を示す図である。アドレス
帳管理テーブル記憶部４１０は、図１１に示すように、宛先の名前および宛先の電子メー
ルのメールアドレスを関連付けるアドレス帳管理テーブルを記憶する。また、ファイル送
信部４４が、ユーザによるタッチパネル１１５等の入力装置の操作により、宛先としての
メールアドレスの入力を受け付けることもできる。
【００６１】
　アドレス帳入力部４５は、ＵＳＢメモリ５から電子メールアドレスの一覧ファイルを読
み込み、アドレス帳管理テーブル記憶部４１０に保存する。バックアップ処理部４６は、
ファイル出力部４２ｂによって出力されたファイルや、ファイル送信部４４によって送信
されたファイルを、バックアップデータ記憶部４２０に記憶することでバックアップする
。ユーザがバックアップ設定しない場合は、バックアップの処理は行われない。図１２は
、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶するバックアップデータの一例を示す図である。
バックアップ処理部４６は、図１２に示すように、ＰＤＦ形式のバックアップデータをバ
ックアップデータ記憶部４２０に保存する。
【００６２】
　バックアップ出力部４７は、バックアップされたファイルをＵＳＢメモリ５に記録する
。バックアップ出力部４７は、ＵＳＢメモリ５にファイルを記録する際、ユーザによるタ
ッチパネル１１５等の入力装置の操作により、セキュリティのために入力されたパスワー
ド等を用いて、認証を行い、当該認証に成功した場合に、ＵＳＢメモリ５にファイルを記
録する。
【００６３】
　設定管理部４８は、電子黒板２の各種設定情報を設定ファイル記憶部４３０に記憶した
り読み出したりする。各種設定情報は、例えば、ネットワーク設定、日付や時刻の設定、
地域や言語の設定、メールサーバの設定、アドレス帳の設定、接続先リストの設定、バッ
クアップに関する設定が挙げられる。ネットワーク設定は、例えば、電子黒板２のＩＰア
ドレスの設定、ネットマスクの設定、デフォルトゲートウェイの設定、またはＤＮＳ(Dom
ain　Name　System)の設定等である。
【００６４】
　設定ファイル出力部４９ｂは、電子黒板２の各種設定情報を、設定ファイルとしてＵＳ
Ｂメモリ５に保存する。設定ファイルは、セキュリティの観点から、ユーザは中身を見る
ことができない。設定ファイル入力部４９ａは、ＵＳＢメモリ５に記憶されている設定フ
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ァイルを読み込み、各種設定情報を電子黒板２の各種設定に反映させる。
【００６５】
　アドレス帳入力部５０は、ＵＳＢメモリ５から遠隔共有処理の接続先ＩＰアドレスの一
覧ファイルを読み込み、接続先管理テーブル記憶部４４０に管理する。図１３は、本実施
の形態にかかる電子黒板が記憶する接続先管理テーブルの一例を示す図である。図１３に
示すように、接続先管理テーブル記憶部４４０が記憶する接続先管理テーブルは、電子黒
板２が遠隔共有処理に参加しようとする参加装置である場合、この参加装置のユーザが主
催装置としての役割を果たす電子黒板２のＩＰアドレスを入力する手間を削減するために
、予め、主催装置となる電子黒板２のＩＰアドレスを記憶するテーブルである。接続先管
理テーブルでは、参加されることが可能な主催装置としての電子黒板２が設置されている
拠点の名称、および主催装置としての電子黒板２のＩＰアドレスが関連付けて管理されて
いる。
【００６６】
　接続先管理テーブルは、無くてもよい。ただし、接続先管理テーブルを記憶していない
場合、参加装置のユーザは、主催装置との間で遠隔要求処理を開始するために、タッチパ
ネル１１５等の入力装置によって、主催装置のＩＰアドレスを入力する必要がある。その
ため、参加装置のユーザは、電話や電子メール等によって、主催装置のユーザから、主催
装置のＩＰアドレスを取得する。
【００６７】
　（通信制御部６０の機能構成）
　次に、図５を用いて、通信制御部６０の機能構成について説明する。図５は、本実施の
形態にかかる電子黒板が有する通信制御部の機能ブロックの一例を示す図である。
【００６８】
　通信制御部６０は、通信ネットワーク９を介して、他の電子黒板２と行う通信や、サー
バ部９０における後述の通信制御部７０と行う通信を制御する。そのため、通信制御部６
０は、遠隔開始処理部６１、遠隔参加処理部６２、遠隔画像送信部６３、遠隔画像受信部
６４、遠隔操作送信部６５、遠隔操作受信部６６、および参加拠点管理テーブル記憶部６
１０を有している。
【００６９】
　このうち、遠隔開始処理部６１は、同じ電子黒板２のサーバ部９０に対して、新たに遠
隔共有処理を開始する要求を行い、サーバ部９０から要求の結果を受信する。この場合、
遠隔開始処理部６１は、遠隔ライセンス管理テーブル記憶部３１０を参照し、ライセンス
情報（プロダクトＩＤ、ライセンスＩＤ、および有効期限）が記憶されている場合には、
遠隔共有処理を開始する要求を行うことができる。ただし、ライセンス情報が記憶されて
いない場合には遠隔共有処理を開始する要求を行うことができない。
【００７０】
　参加拠点管理テーブル記憶部６１０が記憶する参加拠点管理テーブルは、電子黒板が主
催装置である場合、現在、遠隔共有処理に参加している参加装置としての電子黒板を記憶
するテーブルである。図１４は、本実施の形態にかかる電子黒板が記憶する参加拠点管理
テーブルの一例を示す図である。この参加拠点管理テーブルでは、図１４に示すように、
参加中の電子黒板２が設置されている拠点の名称および当該電子黒板２のＩＰアドレスが
関連付けて管理されている。
【００７１】
　遠隔参加処理部６２は、通信ネットワーク９を介して、既に遠隔共有処理を開始してい
る主催装置としての電子黒板２のサーバ部９０における遠隔接続要求受信部７１に対して
、遠隔共有処理への参加要求を行う。この場合も、遠隔参加処理部６２は、遠隔ライセン
ス管理テーブル記憶部３１０を参照する。また、遠隔参加処理部６２が、既に開始されて
いる遠隔共有処理に参加する場合には、接続先管理テーブル記憶部４４０を参照して、参
加先の電子黒板２のＩＰアドレスを取得する。遠隔参加処理部６２によって接続先管理テ
ーブルが参照されず、ユーザによるタッチパネル１１５等の入力装置の操作により参加先



(14) JP 6589621 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

の電子黒板２のＩＰアドレスが入力されてもよい。
【００７２】
　遠隔画像送信部６３は、映像取得部２１から画像取得部３１を介して送られて来た出力
画像Ｃ（図１６参照）および撮像画像の少なくとも一方を、サーバ部９０に送信する。遠
隔画像受信部６４は、サーバ部９０から、他の電子黒板２に接続された映像出力機器から
の画像データおよび他の電子黒板２のカメラｃの撮像により得られた撮像画像の少なくと
も一方を受信し、画像取得部３１を介して、表示重畳部３６に出力することで、遠隔共有
処理を可能にする。
【００７３】
　遠隔操作送信部６５は、遠隔共有処理に必要な各種操作データをサーバ部９０に送信す
る。この各種操作データとしては、例えば、ストロークの追加、ストロークの削除、スト
ロークの編集（拡大、縮小、移動）、ページデータの記憶、ページデータの作成、ページ
データの複製、ページデータの削除、表示されているページの切り替え等に関するデータ
が挙げられる。また、遠隔操作受信部６６は、サーバ部９０から、他の電子黒板２で入力
された操作データを受信し、画像処理部３０に出力することで、遠隔共有処理を行う。
【００７４】
　〔サーバ部の機能構成〕
　続いて、図５を用いて、サーバ部９０の機能構成について説明する。サーバ部９０は、
各電子黒板２に設けられており、いずれの電子黒板２であっても、サーバとしての役割を
果たすことができる。そのため、サーバ部９０は、通信制御部７０、およびデータ管理部
８０を有している。
【００７５】
　（通信制御部７０の機能構成）
　次に、図５を用いて、通信制御部７０の機能構成について説明する。通信制御部７０は
、同じ電子黒板２内のクライアント部２０における通信制御部６０、および通信ネットワ
ーク９を介して他の電子黒板２内のクライアント部２０における通信制御部７０との通信
を制御する。データ管理部８０は、操作データや画像データ等を管理する。
【００７６】
　更に詳細に説明すると、通信制御部７０は、遠隔接続要求受信部７１、遠隔接続結果送
信部７２、遠隔画像受信部７３、遠隔画像送信部７４、遠隔操作受信部７５、および遠隔
操作送信部７６を有している。遠隔接続要求受信部７１は、遠隔開始処理部６１からの遠
隔共有処理の開始要求を受信したり、遠隔参加処理部６２からの遠隔共有処理に対する参
加要求を受信したりする。遠隔接続結果送信部７２は、遠隔開始処理部６１へ遠隔共有処
理の開始要求の結果を送信したり、遠隔参加処理部６２へ遠隔共有処理に対する参加要求
の結果を送信したりする。
【００７７】
　遠隔画像受信部７３は、遠隔画像送信部６３からの画像データ（出力画像Ｃ（図１６参
照）および撮像画像の少なくとも一方）を受信し、後述の遠隔画像処理部８２に送信する
。遠隔画像送信部７４は、遠隔画像処理部８２から画像データを受信し、遠隔画像受信部
６４に対して、この画像データを送信する。遠隔操作受信部７５は、遠隔操作送信部６５
からの操作データ（ストローク画像Ｂ（図１６参照）等のデータ）を受信し、後述の遠隔
操作処理部８３に送信する。遠隔操作送信部７６は、遠隔操作処理部８３から操作データ
を受信し、遠隔操作受信部６６に対して、この操作データを送信する。
【００７８】
　（データ管理部の機能構成）
　次に、図５を用いて、データ管理部８０の機能構成について説明する。データ管理部８
０は、遠隔接続処理部８１、遠隔画像処理部８２、遠隔操作処理部８３、操作合成処理部
８４、およびページ処理部８５を有している。更に、データ管理部８０は、パスコード管
理部８１０、参加拠点管理テーブル記憶部８２０、画像データ記憶部８３０、操作データ
記憶部８４０、およびページデータ記憶部８５０を有している。
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【００７９】
　このうち、遠隔接続処理部８１は、遠隔共有処理の開始、および遠隔共有処理の終了を
行う。また、遠隔接続処理部８１は、遠隔接続要求受信部７１によって遠隔開始処理部６
１から遠隔共有処理の開始要求と共に受信したライセンス情報、または遠隔参加処理部６
２から遠隔共有処理の参加要求と共に受信したライセンス情報に基づいて、ライセンスの
有無やライセンスの期間内であるかを確認する。さらに、遠隔接続処理部８１は、クライ
アントとしての他の電子黒板２からの参加要求が予め定められた参加可能数を超えていな
いかを確認する。
【００８０】
　さらに、遠隔接続処理部８１は、他の電子黒板２から遠隔共有処理に対する参加要求が
あった際に送られて来たパスコードが、パスコード管理部８１０で管理されているパスコ
ードと同じであるか否かを判断し、同じである場合には、遠隔共有処理の参加を許可する
。このパスコードは、新たに遠隔共有処理を開始する際に、遠隔接続処理部８１によって
発行され、遠隔共有処理に参加しようとする参加装置としての電子黒板２のユーザが、主
催装置としての電子黒板２のユーザから、電話や電子メール等により伝えられる。これに
より、遠隔共有処理に参加しようとする参加装置のユーザが、タッチパネル１１５等の入
力装置によって参加装置にパスコードを入力して参加要求することで、参加が許可される
ことになる。セキュリティよりもユーザの使い勝手を優先して、ライセンス状況の確認だ
けで、パスコードの確認を省略してもよい。
【００８１】
　また、電子黒板２が主催装置の場合、遠隔接続処理部８１は、参加装置の遠隔参加処理
部６２から通信ネットワーク９を介して送られて来た参加要求に含まれる参加拠点情報を
、サーバ部９０の参加拠点管理テーブル記憶部８２０に記憶する。そして、遠隔接続処理
部８１は、参加拠点管理テーブル記憶部８２０に記憶されている遠隔拠点情報を読み出し
、遠隔接続結果送信部７２に送信する。遠隔接続結果送信部７２は、同じ主催装置のクラ
イアント部２０における遠隔開始処理部６１に遠隔拠点情報を送信する。遠隔開始処理部
６１は、参加拠点管理テーブル記憶部６１０に、遠隔拠点情報を記憶する。これにより、
主催装置では、クライアント部２０およびサーバ部９０の両方で、遠隔拠点情報を管理す
ることになる。
【００８２】
　遠隔画像処理部８２は、遠隔共有処理中の各電子黒板２のクライアント部２０（画像取
得部３１）により取得された画像データ（出力画像Ｃ（図１６参照）および撮像画像の少
なくとも一方）を受信して画像データ記憶部８３０に記憶するとともに、主催装置である
自己の電子黒板２のサーバ部９０に届いた時間順で遠隔共有処理すべき画像データの表示
順を判定する。また、遠隔画像処理部８２（送信部の一例）は、参加拠点管理テーブル記
憶部８２０を参照し、遠隔共有処理に参加中の全ての電子黒板２（外部装置の一例）のク
ライアント部２０（主催装置である自己の電子黒板２のクライアント部２０を含む）に、
通信制御部７０（遠隔画像送信部７４）を介して、上記判定した順番で画像データを送信
する。
【００８３】
　遠隔操作処理部８３は、遠隔共有処理中の各電子黒板２のクライアント部２０（主催装
置である自己の電子黒板のクライアント部２０を含む）で描画されたストローク画像等の
各種操作データ（ストローク画像Ｂ（図１６参照）等）を受信し、主催装置である自己の
電子黒板２のサーバ部９０に届いた時間順で遠隔共有処理すべき画像の表示順を判定する
。各種操作データは、上述の各種操作データと同じである。また、遠隔操作処理部８３は
、参加拠点管理テーブル記憶部８２０を参照し、遠隔共有処理中の全ての電子黒板２のク
ライアント部２０（主催装置である自己の電子黒板のクライアント部２０を含む）に操作
データを送信する。
【００８４】
　操作合成処理部８４は、遠隔操作処理部８３から出力された各電子黒板２の操作データ
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を合成し、この合成結果としての操作データを、操作データ記憶部８４０に記憶するとと
もに遠隔操作処理部８３に戻す。この操作データは、遠隔操作送信部７６から、主催装置
である電子黒板２のクライアント部２０、および参加装置である電子黒板２のクライアン
ト部２０のそれぞれに送信されることで、各電子黒板２で同じ操作データに係る画像が表
示される。
【００８５】
　図１５は、本実施の形態にかかる電子黒板における画像の表示に用いる操作データの一
例を示す図である。操作データは、図１５に示されているように、ＳＥＱ（Sequence）と
、操作データの操作名と、操作データの送信元である電子黒板２のＩＰアドレスおよびク
ライアント部２０（またはサーバ部９０）のPort　No.と、操作データの送信先である電
子黒板２のＩＰアドレスおよびクライアント部２０（またはサーバ部９０）のPort　No.
と、操作データの操作種類と、操作データの操作対象と、並びに操作データの内容を示す
データと、が関連付けられて示されている。
【００８６】
　例えば、ＳＥＱ１では、主催装置である電子黒板（ＩＰアドレス：192.0.0.1）のクラ
イアント部２０（Port　No.:50001）でストロークが描画されると、同じ主催装置である
電子黒板（ＩＰアドレス：192.0.0.1）のサーバ部９０（Port　No.:50000）に操作データ
が送られたことが示されている。この場合の操作種類は「STROKE」、操作対象はページデ
ータＩＤ「p005」、および操作データの内容を示すデータはストロークを示すデータであ
る。また、ＳＥＱ２では、主催装置である電子黒板（ＩＰアドレス：192.0.0.1）のサー
バ部９０（Port　No.:50000）から、参加装置である他の電子黒板（ＩＰアドレス：192.0
.0.1）のクライアント部２０（Port　No.:50001）に、操作データが送られたことが示さ
れている。
【００８７】
　操作合成処理部８４は、当該操作合成処理部８４に操作データが入力された順に合成を
行うため、通信ネットワーク９が混雑していなければ、各電子黒板２のユーザによるスト
ローク順に、遠隔共有処理中の全ての電子黒板２のディスプレイ３にストローク画像Ｂ（
図１６参照）が表示される。ページ処理部８５は、クライアント部２０の画像処理部３０
におけるページ処理部３７と同様の機能を有し、サーバ部９０でも、図６～８に示すペー
ジデータを、ページデータ記憶部８５０に記憶する。ページデータ記憶部８５０は、画像
処理部３０におけるページデータ記憶部３００と同じ内容であるため、その説明を省略す
る。
【００８８】
　＜実施の形態の処理又は動作＞
　続いて、図１６～１８を用いて、本実施の形態の処理または動作について説明する。図
１６は、本実施の形態にかかる電子黒板において表示する画像の一例を示す図である。図
１７および図１８は、本実施の形態にかかる電子黒板の処理を示したシーケンス図である
。
【００８９】
　図１７および図１８に示す実施の形態では、電子黒板２ａが遠隔共有処理を主催する主
催装置（サーバ部９０およびクライアント部２０）としての役割を果たしており、電子黒
板２ｂ，２ｃが遠隔共有処理に参加する参加装置（クライアント部２０）としての役割を
果たす場合について説明する。また、ここでは、電子黒板２ａ，２ｂ，２ｃには、それぞ
れディスプレイ３ａ，３ｂ，３ｃが接続され、さらに、それぞれノートＰＣ６ａ，６ｂ，
６ｃが接続されている。また、電子黒板２ａ，２ｂ，２ｃでは、それぞれ電子ペン４ａ，
４ｂ，４ｃが使用される。
【００９０】
　（参加の処理）
　まずは、図１７を用いて、電子黒板２ｂ，２ｃが遠隔共有処理に参加するための処理に
ついて説明する。ユーザが電子黒板２ａの電源スイッチをオンにすると、電子黒板２ａの
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クライアント部２０が起動する。そして、ユーザがタッチパネル１１５等の入力装置によ
ってサーバ部９０を起動させる操作をすると、クライアント部２０の遠隔開始処理部６１
から同じ電子黒板２ａのサーバ部９０における遠隔接続要求受信部７１に、サーバ部９０
の処理を開始させる指示を出力する。これにより、電子黒板２ａでは、クライアント部２
０だけでなくサーバ部９０も各種処理を開始可能となる（ステップＳ２１）。
【００９１】
　次に、電子黒板２ａのクライアント部２０におけるＵＩ画像生成部３３が電子黒板２ａ
との接続を確立するための接続情報を生成し、映像重畳部２８が、ＵＩ画像生成部３３か
ら表示重畳部３６を介して得た接続情報をディスプレイ３ａに表示させる（ステップＳ２
２）。この接続情報には、主催装置のＩＰアドレス、および今回の遠隔共有処理のために
生成されたパスコードが含まれている。この場合、パスコード管理部８１０に記憶されて
いるパスコードは、図５に示す遠隔接続処理部８１によって読み出され、遠隔接続結果送
信部７２、遠隔開始処理部６１の順に送信される。さらに、パスコードは、遠隔開始処理
部６１を含む通信制御部６０から、図３に示す画像処理部３０に送信され、最終的にＵＩ
画像生成部３３に入力される。これにより、接続情報には、パスコードが含まれる。そし
て、接続情報は、電子黒板２ａのユーザによって、電話や電子メールにより、電子黒板２
ｂ，２ｃのユーザに伝えられる。接続先管理テーブル記憶部４４０があれば、接続情報に
は、主催装置のＩＰアドレスが含まれていなくても、参加装置は参加要求を行うことがで
きる。
【００９２】
　次に、電子黒板２ｂ，２ｃでは、各ユーザによるタッチパネル１１５等の入力装置の操
作によって接続情報の入力を受け付けると、各電子黒板２ｂ，２ｃのクライアント部２０
における遠隔参加処理部６２が、接続情報のＩＰアドレスに基づき、通信ネットワーク９
を介して、電子黒板２ａのサーバ部９０における通信制御部７０に対してパスコードを送
信して参加要求を行う（ステップＳ２３，Ｓ２４）。これにより、通信制御部７０の遠隔
接続要求受信部７１は、各電子黒板２ｂ，２ｃから、参加要求（パスコードを含む）を受
信し、このパスコードを遠隔接続処理部８１に出力する。
【００９３】
　次に、遠隔接続処理部８１は、各電子黒板２ｂ，２ｃから受信したパスコードに対し、
パスコード管理部８１０で管理されているパスコードを用いて認証する（ステップＳ２５
）。そして、遠隔接続結果送信部７２が、各電子黒板２ｂ，２ｃのクライアント部２０に
認証結果を通知する（ステップＳ２６，Ｓ２７）。ステップＳ２５の認証により、各電子
黒板２ｂ，２ｃが正当な電子黒板であると判断されていた場合には、主催装置である電子
黒板２ａと、参加装置である電子黒板２ｂ，２ｃとの遠隔共有処理の通信が確立され、各
電子黒板２ｂ，２ｃのクライアント部２０における遠隔参加処理部６２が、それぞれ他の
電子黒板との間の遠隔共有処理の開始を可能にする（ステップＳ２８，Ｓ２９）。
【００９４】
　（出力画像の表示）
　続いて、図１７を用いて、遠隔共有処理における出力画像Ｃが表示される処理について
説明する。まず、電子黒板２ｂは、ディスプレイ３ｂに出力画像Ｃを表示する（ステップ
Ｓ３０）。具体的には、電子黒板２ｂの画像取得部３１が、ノートＰＣ６ｂから映像取得
部２１を介して、ノートＰＣ６ｂで表示されている出力画像Ｃを受信し、表示重畳部３６
および映像重畳部２８を介してディスプレイ３ｂに送信することで、ディスプレイ３ｂは
出力画像Ｃを表示する。
【００９５】
　次に、電子黒板２ｂの画像取得部３１を含む画像処理部３０が、遠隔画像送信部６３に
出力画像Ｃを送信することで、遠隔画像送信部６３を含む通信制御部６０が通信ネットワ
ーク９を介して、主催装置である電子黒板２ａの通信制御部７０に出力画像Ｃを送信する
（ステップＳ３１）。これにより、電子黒板２ａの遠隔画像受信部７３は、出力画像Ｃを
受信し、遠隔画像処理部８２に出力することで、遠隔画像処理部８２が画像データ記憶部
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８３０に出力画像Ｃを記憶する。
【００９６】
　次に、主催装置である電子黒板２ａは、ディスプレイ３ａに出力画像Ｃを表示する（ス
テップＳ３２）。具体的には、電子黒板２ａの遠隔画像処理部８２は、遠隔画像受信部７
３から受信した出力画像Ｃを、遠隔画像送信部７４に出力する。遠隔画像送信部７４は、
同じ主催装置である電子黒板２ａのクライアント部２０における遠隔画像受信部６４に、
出力画像Ｃを出力する。遠隔画像受信部６４は、表示重畳部３６に出力画像Ｃを出力する
。表示重畳部３６は、映像重畳部２８に出力画像Ｃを出力する。映像重畳部２８は、ディ
スプレイ３ａに出力画像Ｃを出力する。これにより、ディスプレイ３ａは、出力画像Ｃを
表示する。
【００９７】
　次に、主催装置としての電子黒板２ａのサーバ部９０における遠隔画像送信部７４を含
む通信制御部７０は、通信ネットワーク９を介して、出力画像Ｃの送信元である電子黒板
２ｂ以外の電子黒板２ｃの通信制御部６０に出力画像Ｃを送信する（ステップＳ３３）。
これにより、参加装置である電子黒板２ｃの遠隔画像受信部６４は、出力画像Ｃを受信す
る。
【００９８】
　次に、電子黒板２ｃは、ディスプレイ３ｃに出力画像Ｃを表示する（ステップＳ３４）
。具体的には、電子黒板２ｃの遠隔画像受信部６４が、上記ステップＳ３３によって受信
された出力画像Ｃを、電子黒板２ｃの表示重畳部３６に出力する。表示重畳部３６は、映
像重畳部２８に出力画像Ｃを出力する。映像重畳部２８はディスプレイ３ｃに出力画像Ｃ
を出力する。これにより、ディスプレイ３ｃは、出力画像Ｃを表示する。
【００９９】
　出力画像Ｃだけでなく、ＵＩ画像Ａ、ストローク画像Ｂの各データが、映像重畳部２８
に入力されている場合には、表示重畳部３６が、図１６に示すように、出力画像Ｃ、ＵＩ
画像Ａ、およびストローク画像Ｂを重畳した画像である重畳画像が生成される。映像重畳
部２８は、ディスプレイ３ｃに重畳画像のデータを出力する。また、テレビ会議端末７か
ら映像重畳部２８に、テレビ会議用の撮像画像が送られて来ている場合には、映像重畳部
２８は、重畳画像にピクチャ・イン・ピクチャによりテレビ会議用の撮像画像を重畳して
、ディスプレイ３ｃに出力する。
【０１００】
　（重畳画像の表示）
　続いて、図１８を用いて、遠隔共有処理における重畳画像が表示される処理について説
明する。まず、電子黒板２ｂは、ユーザが電子ペン４ｂを用いて電子黒板２ｂにストロー
ク画像Ｂを描画する（ステップＳ４１）。次に、電子黒板２ｂの表示重畳部３６は、図１
６に示すように、ＵＩ画像Ａおよび出力画像Ｃに対して、ストローク画像Ｂを重畳した重
畳画像を、映像重畳部２８が電子黒板２ｂのディスプレイ３ｂ上に表示させる（ステップ
Ｓ４２）。具体的には、電子黒板２ｂのストローク処理部３２が、座標検知部２２および
接触検知部２４からイベント振分部２５を介して、操作データとしてのストローク画像Ｂ
を受信し、表示重畳部３６に送信する。これにより、表示重畳部３６は、ＵＩ画像Ａおよ
び出力画像Ｃに対して、ストローク画像Ｂを重畳することができ、映像重畳部２８が電子
黒板２ｂのディスプレイ３ｂ上に重畳画像を表示させることができる。
【０１０１】
　次に、電子黒板２ｂのストローク処理部３２を含む画像処理部３０が、遠隔操作送信部
６５にストローク画像Ｂを送信することで、電子黒板２ｂの遠隔操作送信部６５は、通信
ネットワーク９を介して、主催装置である電子黒板２ａの通信制御部７０にストローク画
像Ｂを送信する（ステップＳ４３）。これにより、電子黒板２ａの遠隔操作受信部７５は
、ストローク画像Ｂを受信し、遠隔操作処理部８３に出力することで、遠隔操作処理部８
３が操作合成処理部８４にストローク画像Ｂを出力する。このようにして、電子黒板２ｂ
で描画されたストローク画像Ｂは、描画される度に、主催装置である電子黒板２ａの遠隔
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操作処理部８３に順次送信される。このストローク画像Ｂは、図７に示されているストロ
ークデータＩＤ毎に示されるデータである。よって、例えば、上述したように、ユーザが
電子ペン４によってアルファベット「Ｔ」を描く場合は二筆書きとなるため、２つのスト
ロークデータＩＤのそれぞれで示されるストローク画像Ｂのデータが順次送信される。
【０１０２】
　次に、主催装置である電子黒板２ａは、ディスプレイ３ａに、電子黒板２ｂから送られ
て来たストローク画像Ｂが含まれた重畳画像を表示する（ステップＳ４４）。具体的には
、電子黒板２ａの操作合成処理部８４は、遠隔操作処理部８３を介して順次送られて来た
複数のストローク画像Ｂを合成して、操作データ記憶部８４０に記憶するとともに遠隔操
作処理部８３に戻す。これにより、隔操作処理部８３は、操作合成処理部８４から受信し
た、合成後のストローク画像Ｂを、遠隔操作送信部７６に出力する。遠隔操作送信部７６
は、同じ主催装置である電子黒板２ａのクライアント部２０における遠隔操作受信部６６
に、合成後のストローク画像Ｂを出力する。遠隔操作受信部６６は、画像処理部３０にお
ける表示重畳部３６に、合成後のストローク画像Ｂを出力する。よって、表示重畳部３６
は、ＵＩ画像Ａおよび出力画像Ｃに対して、合成後のストローク画像Ｂを重畳する。最後
に、映像重畳部２８が、表示重畳部３６によってストローク画像Ｂが重畳された重畳画像
をディスプレイ３ａ上に表示させる。
【０１０３】
　次に、主催装置としての電子黒板２ａのサーバ部９０における遠隔操作送信部７６を含
む通信制御部７０は、通信ネットワーク９を介して、ストローク画像Ｂの送信元である電
子黒板２ｂ以外の電子黒板２ｃの通信制御部６０に、合成後のストローク画像Ｂを送信す
る（ステップＳ４５）。これにより、参加装置である電子黒板２ｃの遠隔操作受信部６６
は、合成後のストローク画像Ｂを受信する。
【０１０４】
　次に、電子黒板２ｃは、ディスプレイ３ｃに重畳画像を表示する（ステップＳ４６）。
具体的には、電子黒板２ｃの遠隔操作受信部６６が、上記ステップＳ４５によって受信さ
れた合成後のストローク画像Ｂを、電子黒板２ｃの画像処理部３０に出力する。画像処理
部３０の表示重畳部３６は、ＵＩ画像Ａおよび出力画像Ｃの各データに対して、合成後の
ストローク画像Ｂを重畳した重畳画像を、映像重畳部２８に出力する。映像重畳部２８は
、ディスプレイ３ｃに重畳画像を出力する。これにより、ディスプレイ３ｃは、重畳画像
を表示する。
【０１０５】
　上記処理では、ディスプレイ３上に出力画像Ｃが表示されているが、図１６に示すよう
に、この出力画像Ｃに代えて、背景画像Ｄを表示してもよい。また、出力画像Ｃと背景画
像Ｄとの排他的な関係をやめて、出力画像Ｃと背景画像Ｄとの両方を同時にディスプレイ
３上に表示させてもよい。
【０１０６】
　（参加の終了）
　続いて、図１８を用いて、参加装置が遠隔共有処理への参加を終了する処理について説
明する。図１８に示す実施の形態では、電子黒板２ｃが参加を終了する処理が示されてい
る。まず、電子黒板２ｃでは、ユーザによるタッチパネル１１５等の入力装置の操作によ
って参加の終了要求を受け付けると、遠隔参加処理部６２は、主催装置としての電子黒板
２ａのサーバ部９０における通信制御部７０に、参加の終了要求を行う（ステップＳ４７
）。これにより、通信制御部７０の遠隔接続要求受信部７１は、電子黒板２ｃから、参加
の終了要求を受信し、遠隔接続処理部８１に、電子黒板２ｃのＩＰアドレスとともに参加
の終了要求を出力する。そして、電子黒板２ａの遠隔接続処理部８１は、遠隔接続要求受
信部７１から送られて来たＩＰアドレスに基づいて、参加拠点管理テーブル記憶部８２０
から、参加の終了要求を行った電子黒板２ｃのＩＰアドレスおよび電子黒板２ｃが設置さ
れている拠点の名称を削除し、遠隔接続結果送信部７２に、電子黒板２ｃのＩＰアドレス
及び削除した旨の通知を出力する。
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【０１０７】
　次に、遠隔接続結果送信部７２を含んだ通信制御部７０が、通信ネットワーク９を介し
て、電子黒板２ｃのクライアント部２０における通信制御部６０に、参加の終了を指示す
る（ステップＳ４８）。これにより、電子黒板２ｃにおける通信制御部６０の遠隔参加処
理部６２が、遠隔共有処理の通信を切断することで、参加の終了処理を行うことで、参加
が終了する（ステップＳ４９）。
【０１０８】
　次に、図１９および図２０を用いて、本実施の形態にかかる電子黒板２によるカメラｃ
の撮像範囲の制御方法について説明する。図１９は、従来の電子黒板におけるカメラの撮
像範囲の制御方法の一例を説明するための図である。図２０は、本実施の形態にかかる電
子黒板によるカメラの撮像範囲の制御方法の一例を説明するための図である。
【０１０９】
　図１９（ａ）に示すように、ディスプレイ３の前方から見て、当該ディスプレイ３の左
側の領域に対する筆記者のタッチ操作がタッチパネル１１５によって検出された場合、Ｗ
ｅｂカメラ１３０を、ディスプレイ３の前方から見て、左側に移動させると、Ｗｅｂカメ
ラ１３０の撮像範囲ｈの大部分が筆記者により占められてしまい、Ｗｅｂカメラ１３０は
、会議等に出席している他の出席者等を撮像することができない。また、図１９（ｂ）に
示すように、ディスプレイ３の前方から見て、当該ディスプレイ３の右側の領域に対する
筆記者のタッチ操作がタッチパネル１１５によって検出された場合、Ｗｅｂカメラ１３０
を、ディスプレイ３の前方から見て、右側に移動させると、Ｗｅｂカメラ１３０の撮像範
囲Ｈの大部分が筆記者により占められてしまい、Ｗｅｂカメラ１３０は、会議等に出席し
ている他の出席者等を撮像することができない。
【０１１０】
　そこで、本実施の形態では、図２０（ａ）に示すように、ディスプレイ３の前方から見
て、当該ディスプレイ３の左側の領域に対する筆記者のタッチ操作がタッチパネル１１５
によって検出された場合、制御部１２１は、Ｗｅｂカメラ１３０を、ディスプレイ３の前
方から見て、右側に移動させる。これにより、制御部１２１は、Ｗｅｂカメラ１３０の撮
像範囲ｈも、ディスプレイ３の前方から見て、右側に移動させる。一方、図２０（ｂ）に
示すように、ディスプレイ３の前方から見て、当該ディスプレイ３の右側の領域に対する
筆記者のタッチ操作がタッチパネル１１５によって検出された場合、制御部１２１は、Ｗ
ｅｂカメラ１３０を、ディスプレイ３の前方から見て、左側に移動させる。これにより、
制御部１２１は、Ｗｅｂカメラ１３０の撮像範囲ｈも、ディスプレイ３の前方から見て、
左側に移動させる。
【０１１１】
　すなわち、制御部１２１は、ディスプレイ３の左右方向において、タッチパネル１１５
によってタッチ操作が検出された領域（検出位置の一例）とは反対方向に、Ｗｅｂカメラ
１３０の撮像範囲ｈを移動させる。これにより、Ｗｅｂカメラ１３０の撮像範囲ｈの大部
分が筆記者によって占められることを防止できるので、会議等に出席している他の出席者
等も撮像することができる。
【０１１２】
　次に、図２１を用いて、本実施の形態にかかる電子黒板におけるカメラの撮像範囲の制
御方法の流れについて説明する。図２１は、本実施の形態にかかる電子黒板によるカメラ
の撮像範囲の制御方法の流れの一例を示すフローチャートである。
【０１１３】
　制御部１２１は、ホワイトボードアプリケーションおよびテレビ会議アプリケーション
の実行が指示されると、まず、タッチパネル１１５を起動させる（ステップＳ２１０１）
。次いで、制御部１２１は、モータ１３２を回転駆動させて、Ｗｅｂカメラ１３０を、デ
ィスプレイ３の左右方向において、ディスプレイ３の上端の中央部に移動させる（ステッ
プＳ２１０２）。その後、制御部１２１は、タッチパネル１１５によって、ディスプレイ
３上でのタッチ操作が検出されるのを待つ（ステップＳ２１０３）。
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【０１１４】
　タッチパネル１１５によって、ディスプレイ３上でのタッチ操作が検出されると（ステ
ップＳ２１０３：Ｙｅｓ）、制御部１２１は、座標検知部２２から、ディスプレイ３上に
おいて、タッチ操作が検出された検出位置の座標を取得する（ステップＳ２１０４）。次
いで、制御部１２１は、取得された座標が、ディスプレイ３上において、当該ディスプレ
イ３の前方から見て、左側にあるか否かを判断する（ステップＳ２１０５）。取得された
座標が、ディスプレイ３上において、当該ディスプレイ３の前方から見て、左側にある場
合（ステップＳ２１０５：Ｙｅｓ）、制御部１２１は、モータ１３２を回転駆動させて、
Ｗｅｂカメラ１３０を、ディスプレイ３の前方から見て、右側に移動させる（ステップＳ
２１０６）。
【０１１５】
　一方、取得された座標が、ディスプレイ３上において、当該ディスプレイ３の前方から
見て、右側にある場合（ステップＳ２１０５：Ｎｏ）、制御部１２１は、モータ１３２を
回転駆動させて、Ｗｅｂカメラ１３０を、ディスプレイ３の前方から見て、左側に移動さ
せる（ステップＳ２１０７）。次いで、制御部１２１は、タッチパネル１１５によってタ
ッチ操作が検出されなくなり、ディスプレイ３に対する電子ペン４等による接触が解除さ
れたか否かを判断する（ステップＳ２１０８）。タッチパネル１１５によってタッチ操作
が検出されている場合（ステップＳ２１０８：Ｎｏ）、制御部１２１は、ステップＳ２１
０４に戻り、座標検知部２２から、ディスプレイ３上においてタッチ操作が新たに検出さ
れた検出位置の座標を取得する。
【０１１６】
　一方、タッチパネル１１５によってタッチ操作が検出されなくなった場合（ステップＳ
２１０８：Ｙｅｓ）、制御部１２１は、ホワイトボードアプリケーションおよびテレビ会
議アプリケーションの終了が指示されて、タッチパネル１１５によるタッチ操作の検出処
理が終了したか否かを判断する（ステップＳ２１０９）。タッチパネル１１５によるタッ
チ操作の検出処理が終了していない場合（ステップＳ２１０９：Ｎｏ）、制御部１２１は
、ステップＳ２１０３に戻り、タッチパネル１１５によって新たなタッチ操作が検出され
るのを待つ。一方、タッチパネル１１５によるタッチ操作の検出処理が終了した場合（ス
テップＳ２１０９：Ｙｅｓ）、制御部１２１は、Ｗｅｂカメラ１３０の位置の制御処理を
終了する。
【０１１７】
　このように、本実施の形態にかかる電子黒板２によれば、当該電子黒板２の近傍で筆記
をする場合でも、Ｗｅｂカメラ１３０の撮像範囲ｈの大部分が筆記者によって占められる
ことを防止できるので、会議等に出席している他の出席者等も撮像することができる。
【０１１８】
　なお、本実施の形態の電子黒板２で実行されるプログラムは、ＲＯＭ等に予め組み込ま
れて提供される。本実施の形態の電子黒板２で実行されるプログラムは、インストール可
能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）
、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記
録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【０１１９】
　さらに、本実施の形態の電子黒板２で実行されるプログラムを、インターネット等のネ
ットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせ
ることにより提供するように構成しても良い。また、本実施の形態の電子黒板２で実行さ
れるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成
しても良い。
【符号の説明】
【０１２０】
　２　電子黒板
　３　ディスプレイ
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　１０１　ＣＰＵ
　１０２　ＲＯＭ
　１０３　ＲＡＭ
　１０４　ＳＳＤ
　１０５　ネットワークＩ／Ｆ
　１１１　キャプチャデバイス
　１１２　ＧＰＵ
　１１３　ディスプレイコントローラ
　１１４　センサコントローラ
　１１５　タッチパネル
　１１６　電子ペンコントローラ
　１２０　バスライン
　１２１　制御部
　１２７　赤外線ＬＥＤ
　１２８　カメラ
　１２９　タッチパネルドライバ
　１３０　Ｗｅｂカメラ
　１３２　モータ
　ｃ　カメラ
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１２１】
【特許文献１】特開２００９－１９４９００号公報

【図１】 【図２Ａ】
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【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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